
阿賀野市規則第４３号 

   阿賀野市営バスの運行及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 阿賀野市営バスの運行及び管理に関する条例施行規則（平成１６年阿賀野市規則第２

７号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「平成１６年」の次に「阿賀野市」を加える。 

 第９条第２項中「中学生」を「中学生以上」に改める。 

 第１号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第４号様式を次のように改める。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 （準備行為） 

２ 改正後の阿賀野市営バスの運行及び管理に関する条例施行規則の規定に基づく定期

利用券の発行に関し必要な手続きその他の行為は、この規則の施行前においても行う

ことができる。 


